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江

原

素

六

と

禁

酒

運

動

静
岡
県
駿
東
郡
片
浜
村
の
今
沢
区
青

年
会
が
明
治
四
四
年

（
一
九

一
一
）

一

一
月
に
定
め
た
規
則
に
は
、
「未
丁
年
者

ノ
喫
煙
飲
酒

ハ
厳
禁
ス
」
と
い
う
条
項

が
盛
ら
れ
て
い
た

（『
沼
津
市
史
　
史
料

編
　
近
代
１
』
、
七
八

一
頁
）
。
一畏
を
返

せ
ば
、
当
時

（も
？
）
、
少
年
の
間
で
は

酒
や
煙
草
を
手
に
す
る
こ
と
が
絶
無
で

は
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む

し
ろ
、
若
者
の
風
習
は
江
戸
時
代
と
さ

し
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
飲
酒

・

喫
煙
を
罪
悪
と
す
る
よ
う
な
考
え
方
自

体
が
根
付
い
て
い
な
か

っ
た
。

未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
の
施
行
は
明

治
三
二
年

（
一
九
〇
〇
）
で
あ
る
が
、

未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
の
ほ
う
は
大
幅

に
遅
れ
、
大
正

一
一
年

（
一
九
二
二
）

四
月

一
日
の
施
行
だ

つ
た
。
江
原
素
六

が
亡
く
な
る
直
前
で
あ
る
。
江
原
は
、

自
身
も
禁
酒
を
実
行
す
る
と
と
も
に
、

否
決
さ
れ
て
も
根
気
強
く
繰
り
返
し
法

案
を
提
出
し
続
け
た
衆
議
院
議
員
根
本

正
を
支
援
し
た
。
明
治
四

一
年

（
一
九

〇
八
）
二
月

一
六
日
、
衆
議
院
本
会
議

で
の
江
原
の
賛
成
演
説
は
、
以
下
の
よ

う
に
始
ま

っ
て
い
る
。

諸
君
、
根
本
君
年

々
歳
々
冷
笑
サ

ル
ヽ
二
拘

ハ
ラ
ズ
、
熱
心

二
此
案
ヲ

御
出
シ
ニ
ナ
ル
コ
ト

ニ
付
テ
、
御
同

様

二
其
点

ハ
誰
デ

モ
敬
服

ス
ル
ノ

デ
ア
リ

マ
ス
、
私

ハ
年
々
歳
々
御
依

頼
ヲ
受
ケ
テ

（笑
声
起
ル
）
賛
成
ヲ

致
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ガ
、
未
ダ
曽
テ

此
処

二
登

ッ
タ

コ
ト

ハ
ア
リ

マ
セ

ヌ
ノ
デ
ス

（『
帝
国
議
会
衆
議
院
議

事
速
記
録
　
明
治
篇
２２
』
、

一
九
八
〇

年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

以
下
に
続
く
演
説
の
要
点
は
、
『
基
督

者
と
し
て
の
江
原
素
六
先
生
』
（
一
九
二

三
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
に
は
引
用
し
な
い
が
、
根
本
に
と

つ

て
は
力
強
い
応
援
で
あ

っ
た
。

日
本
禁
酒
同
盟
会

（明
治
三

一
年
結

成
）
会
長
を

つ
と
め
、
半
生
を
禁
酒
運

動
に
捧
げ
た
安
藤
太
郎
は
、
箱
館
戦
争

に
参
加
し
た
前
歴
を
持

つ
外
交
官

・
官

僚
で
、
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
で
も
あ

つ
た
。

幕
臣
時
代
、
江
原
素
六
は
、
安
藤
の
父

″

（鳥
羽
藩
医
安
藤
文
沢
）
と
年
の
差
を

越
え
た
極
め
て
親
し
い
友
人
関
係
に
あ

っ
た
。
息
子
の
太
郎
と
は
面
識
が
な
か

っ
た
が
、
維
新
後
三
島
に
禁
酒
演
説
に

来
た
太
郎
と
初
対
面
し
た
。
安
藤
は
、

父
の
親
友
だ
と
聞
い
て
い
た
江
原
が
、

自
分
と
年
齢
が
近
い
人
物
だ

っ
た
こ
と

に
面
食
ら

つ
た
と
い
う

（『
江
原
伝
』
逸

話
、
七
頁
）。
た
ぶ
ん
、
安
藤
が
運
動
を

始
め
た
明
治
二
〇
年
代
の
こ
と
だ
ろ
う
。

江
原
は
、
先
に
冒
頭
部
分
を
紹
介
し

た
演
説
の
後
半
で
、
幕
末
、
安
藤
文
沢

が
種
痘
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、

な
か
な
か
接
種
す
る
者
が
お
ら
ず
苦
労

し
、
種
痘
法
が
施
行
さ
れ
た
維
新
後
と

は
大
違
い
だ

っ
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド

を
出
し
、
法
律
に
よ

つ
て
世
の
中
の
進

歩

・
発
展
を
リ
ー
ド
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
説
い
て
い
る
。
禁
洒
問
題
は
、

安
藤
父
子
と
の
不
思
議
な
因
縁
を
想
起

さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
江
原
と
と
も
に
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
た
沼
津

兵
学
校
出
身
者
、
島
田
三
郎
も
禁
酒
運

動
に
大
い
に
関
係
し
た
。
明
治
三
三
年

（
一
九
〇
〇
）
安
藤
の
禁
酒
演
説
を
聴

い
て
以
後
、
自
身
も
実
行
し
、
運
動
に

加
わ

っ
て
い
る

（高
橋
昌
郎

『
島
円
三

″

郎
』
、　
Ｉ
ハ
四
頁
）
。
雄
弁
家
島
田
の
禁

酒
演
説
は
、
『
酒
禍
の
実
験
』
、
『
禁
洒
は

税
源
を
拡
む
』
２

九
〇
九
年
、
銀
座
会

館
）
、
『
禁
洒
の
影
響
』
宝

九

一
〇
年
、

土
浦
禁
酒
会
）
な
ど
、
活
字
化
さ
れ
た
。

な
お
、
同
じ
沼
津
ゆ
か
り
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
政
治
家
で
あ
る
服
部
綾
雄
は
、

明
治
四
二
年

（
一
九
〇
九
）
二
月
の
衆

議
院
本
会
議
と
委
員
会
に
お
い
て
、
未

成
年
者
飲
酒
禁
止
法
案
に
反
対
意
見
を

述
べ
て
い
る
。
服
部
の
主
張
は
、
親
が

教
え
導
く
べ
き
で
あ
り
、
法
律
で
取
り

締
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も

の
だ

っ
た
。
家
庭
の
し
つ
け
や
教
育

・

道
徳
の
力
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
意

見
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
服
部

が
、
「私
共
ガ
子
供
ノ
時

ニ
ハ
酒

ハ
飲
ム

ナ
ト
云
ウ
タ
者
ガ
幾
人
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
、

或

ハ
私
共
ノ
父
ヤ
何
カ
ノ
有
様
ヲ
取

ッ

テ
見
ル
ト
、
私
ノ
藩
ガ
サ
ウ
デ
ア
ッ
タ

ノ
カ
知
ラ
ヌ
ガ
、
洒

ハ
飲

マ
ネ
バ
ナ
ラ

ヌ
ト
勧
メ
ラ
レ
タ

コ
ト
ガ
多
イ
」
ａ
帝

国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
　
明
治
篇

５２
』、

一
九
八
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

と
発
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
沼

津
藩
士
の
子
で
あ
り
、
沼
津
の
武
家
の

少
年
も
平
気
で
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う
経

験
談
で
あ
ろ
う
。
　

　

（樋
口
雄
彦
）

-2-



2006 10.25 明治史沐+館 電信 VOl.22 No.3 通巻第87号

ゎ剖則ジ校とその人材
〈〉

地
方
官
と
な

っ
た
沼
津
兵
学
校
出
身
者

旧
幕
臣
は
維
新
の
敗
者
だ

っ
た
も
の

の
、
有
能
な
者
は
明
治
政
府
に
重
用
さ

れ
、
勝
海
舟
や
榎
本
武
揚
の
よ
う
に
国

政
レ
ベ
ル
で
活
躍
し
た
場
合
も
あ

っ
た
。

洋
学
を
身
に
付
け
た
沼
津
兵
学
校
の
出

身
者
は
、
即
戦
力
と
み
な
さ
れ
、
官
僚

・

軍
人

・
教
師
な
ど
に
採
用
さ
れ
た
。

ＩＨ
幕
臣
の
活
躍
の
舞
台
は
中
央
官
庁

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
府
県
の
長
官

（県

令

・
知
事
な
ど
）
に
任
命
さ
れ
、
地
方

行
政
の
ト
ッ
プ
と
な

っ
た
者
も
少
な
く

な
い
。
大
久
保

一
翁

（東
京
府
知
事
）
、

山
岡
鉄
舟

（伊
万
里
県
令
）、
人
見
寧

（茨

城
県
令
）
、
中
野
格

一

（山
口
県
令
）
、

関
口
隆
吉

（静
岡
県
知
事
）
、
山
内
堤
雲

（鹿
児
島
県
知
事
）
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
ド
級
官
吏
ま
で
合
め
れ
ば
厖

大
な
数
の
旧
幕
臣
が
府
県
庁
に
職
を
求

小板忠重

(小板和雄氏提供)

め
た
と

い
え

る
。

明
治

一
〇
年

■

八
七
七
）
の
官
員
録
を
分
析
し
た
研
究

（田
中
彰

「大
久
保
政
権
論
し
に
よ
れ
ば
、

全
国
三
八
府
県
の
う
ち
、
静
岡
県
出
身

者

（
つ
ま
り
旧
幕
臣
）
の
数
が
官
吏
の

出
身
地
別
内
訳
の
ト
ッ
プ
三
に
入

っ
て

い
る
の
は
、
七
府
県
（静
岡

・
神
奈
川

。

茨
城

・
埼
玉

。
東
京

・
熊
本

・
秋
田
）
に

昇
る
。
静
岡
県
籍
だ
け
で
な
く
、
東
京

府
籍
に
も
旧
幕
臣
は
合
ま
れ
る
は
ず
な

の
で
、
旧
幕
臣
全
体
の
割
合
は
も

っ
と

多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
静
岡
県
官
吏

に
占
め
る
静
岡
県
出
身
者
の
比
率
が
高

い
の
は
当
然
と
し
て
盆
ハ
四
％
）
、
他
府

県

へ
も
実
に
多
く
の
静
岡
藩
出
身
者
が

進
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
時
点

で
、
府
県
の
長
官
は
山
口

・
鹿
児
島

・

高
知

。
長
崎

（
つ
ま
り
薩
長
土
肥
の
藩

閥
）
出
身
者
に
よ

っ
て
、
三
八
府
県
中

の
三
七
府
県
（七

一
％
）
が
占
め
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
の
下
僚
レ
ベ
ル
に
な
る
と

旧
幕
臣
の
勢
力
が
顕
著
だ

っ
た
の
だ
。

具
体
例
を
茨
城
県
で
見
て
み
よ
う
。

明
治

一
三
年

（
一
八
八
〇
）
の
官
員
録

（

で
、
全
県
吏

一
二
五
名
の
内
訳
は
以
下

の
通
り
。
茨
城
県
籍
五
五
名
、
静
岡
県

籍

一
四
名
、
東
京
府
籍

一
三
名
、
鹿
児

島
県
籍
八
名
、
福
島
県
籍
五
名
、
長
崎

県

・
堺
県
籍
各
四
名
、
高
知
県

・
千
葉

県
籍
各
三
名
、
以
下
省
略
。
地
元
出
身

者
が
四
四
％
を
占
め
る
が
、
静
岡
県
出

身
者
が

一
一
％
で
そ
れ
に
次
ぐ
の
で
あ

る
。
東
京
府
籍
を
加
え
れ
ば
二

一
％
と

な
る
。
現
在
の
茨
城
県
の
前
身
で
そ
の

一
部
を
構
成
し
た
新
治
県
で
も
、
す
べ

て
の
官
吏

一
六

一
名
中
、
実
に
五
二
名

（三
二
％
）
が
静
岡
落
出
身
者
だ

っ
た

（安
典
久

「明
治
初
期
の
地
方
制
度
と

地
方
官
―
新
治
県
の
場
合
―
」
『
茨
城
県

立
歴
史
館
報
』
２６
、

一
九
九
九
年
）
。
新

治

・
茨
城
県
に
静
岡
県
出
身
者
が
多

い

理
由
は
、
水
戸
徳
川
家
と
の
縁
故
の
ほ

か
、
当
時
の
権
令

・
県
令
が
元
静
岡
落

十

（中
山
信
安

。
人
見
寧
）
だ

っ
た
こ

と
に
も
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

沼
津
兵
学
校
出
身

の
地
方
官
と
い
え

ば
、
静
岡
県
で
部
長
を
歴
任
し
た
辻
芳

太
郎

（第
七
期
資
業
生
）
が
あ
げ
ら
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
茨
城
県
の
官
吏
と
な

っ
た
人
物
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。

石
井
至
凝

（第
二
期
資
業
生
）
は
六

年

（
一
八
七
三
）
か
ら
翌
年
ま
で
の
短

期
間
で
は
あ
る
が
、
少
属

・
学
事
掛
な

ど
と
し
て
勤
務
、
学
制
実
施
に
尽
力
し

た

（栃
木
敏
男

「茨
城
県
に
お
け
る
学

制
実
施
過
程
」
『
茨
城
県
立
歴
史
館
報
』

２．
、

一
九
九
四
年
）
。
石
井
が
誘

っ
た
の

か
、
沼
津
で
の
後
輩
だ

っ
た
原
田
信
民

（第
三
期
資
業
生
）
は
、
七
年
か
ら

一

二
年
ま
で
茨
城
県
に
奉
職
し
、
学
事
係

・

視
学

・
学
務
係

・
師
範
学
校
副
校
長
心

得

・
教
育
会
幹
事
な
ど
を

つ
と
め
た
。

沼
津
で
近
代
教
育
に
親
し
ん
だ
経
験
を

持

つ
彼
ら
は
、
地
元
の
事
情
に
精
通
し

た
他
の
吏
員
た
ち
と
協
力
し
、
地
域
に

お
け
る
公
教
育
体
制
の
整
備
に
貢
献
し

た
の
で
あ
る
。

一
方
、
茨
城
県
で
学
事
以
外
の
仕
事

に
従
事
し
た
者
も
い
る
。
小
板
忠
重

（第

六
期
資
業
生
）
と
い
う
人
で
あ
る
。

小
板
忠
重

（旧
名
富
太
郎
、
嘉
永
五

年
二
月

一
九
日
生
ま
れ
、
昭
和
九
年
七

月
七
日
没
）
は
、
父
小
板
忠
禄

（旧
名

用
三
郎
、
文
政
七
年

一
一
月
二
五
日
生

ま
れ
、
明
治
三
〓
年^
四
月
二
四
Ｈ
没
Ｙ

母
い
ね
の
長
男
。
幕
臣
と
し
て
の
家
格

・

禄
高
な
ど
は
不
明
。
忠
禄
は
、
民
政
官

だ

つ
た
ら
し
く
、
静
岡
藩
で
は
島
田
最

寄
の
郡
方
を
つ
と
め
た

（「静
岡
御
役
人

附
し
。
明
治
五
年
正
月
以
降
静
岡
県
少

-3



属

・
権
大
属

・
権
中
属
と
歴
任
し
た
後
、

六
年

一
〇
月
新
治
県
に
転
任

（『
明
治
初

期
静
岡
県
史
料
』
第

一
巻
）
、
八
年
五
月

同
県
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
出
納
課
専
務

を

つ
と
め
た
。
七
月
に
は
茨
城
県
中
属

に
新
任
さ
れ
、
以
後
出
納
課
長
代
理

・

四
等
属

・
五
等
属

。
公
債
係
兼
経
費
係

を
歴
任
し
、

一
一
年

（
一
八
七
八
）
六

月
依
願
免
官
と
な

っ
た
。

忠
重
は
、
五
年
五
月
の
沼
津
出
張
兵

学
寮
廃
校
の
際
、
東
京
の
陸
軍
教
導
団

に
編
人
さ
れ
た
が
、
軍
人
に
は
な
ら
な

か

っ
た
。
父
と
入
れ
替
わ
る
か
の
よ
う

に

一
一
年
六
月
茨
城
県
十
等
属
に
任
命

さ
れ
、
「第
二
課
専
務
兼
地
理
係
正
租
係
」

を
つ
と
め
る
こ
と
に
な

っ
た

（『茨
城
県

歴
史
館
史
料
叢
書
２
　
内
閣
文
庫
蔵
茨

城
県
史
料
　
下
り
。

そ
の
後
の
経
歴
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、

結
局
茨
城
県
を
去
り
、
日
本
赤
卜
字
社

の
仕
事
に
従
事
し
た
と
い
う
。
後
年
は

東
京
市
牛
込
区
に
住
み
、
旧
幕
臣
の
親

睦
団
体
旧
交
会
の
会
員
に
な

っ
て
い
た
。

明
治
〓
七^
年

（
一
九
〇
四
）
四
月
父
の

五
周
忌
に
あ
た
り
、
東
京
谷
中
霊
園
に

大
き
な
墓
標
を
建
て
た
。
昭
和
三
年

（
一

九
二
八
）
に
隠
居
し
、
孫
に
家
督
を
譲

っ
て
い
る
。
　

　

　

　

（樋
口
雄
彦
）

◎
企
画
展
の
終
了

７
月
１５
日
０
～
９
月
２８
日
困
の
日
程

で
開
催
し
た
企
画
展

「近
世

・
近
代
沼

津
医
療
事
情
」
は
無
事
終
了
し
ま
し
た
。

ご
観
覧
頂
い
た
方
々
、
ご
協
力
頂
い
た

方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
企
画
展
に
関
連
し
て
９
月
９

日
０
に
開
催
し
た
歴
史
講
演
会
に
も
７４

名
の
受
講
者
が
あ
り
ま
し
た
。
多
数
の

受
講
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

◎
夏
休
み
企
画
の
結
果

「平
和
を
考
え
る
戦
争
史
跡
め
ぐ
り
」

は
、
親
子
対
象
は
２
回
実
施
予
定
で
し

た
が
荒
天
等
に
よ
り
中
止
と
な
り
ま
し

た
。
中
学
生
対
象

（８
月
３
日
実
施
）

に
は
１９
名
の
参
加
が
あ
り
、
ま
た
疎
開

学
園

（我
人
道
）
で
生
活
し
た
当
時
の

児
童
５
名
が
現
地
で
体
験
談
を
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

小
学
生
歴
史
教
室

「戦
時
中
の
く
ら

し
を
体
験
し
よ
う
」
（８
月
６
日
実
施
）

に
は
１８
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
渡

辺
菖
子
さ
ん
、
菊
地
和
子
さ
ん
に
戦
争

体
験
談
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
、
戦

時
中
の
食
事
と
し
て
す
い
と
ん
を
作

っ

て
食
べ
ま
し
た
。

（

今
回
も
金
岡
婦
人
学
級
有
志
１０
名
に

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
と
し
て
協
力
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。「高

校
生
の
た
め
の

一
日
学
芸
員
体

験
講
座
」
（８
月
２
日
実
施
）
に
は
７
名

の
参
加
が
あ
り
、
講
義
と
実
際
に
資
料

に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
博
物
館
の

学
芸
員
と
い
う
仕
事
を
体
験
し
ま
し
た
。

◎
博
物
館
実
習
の
実
施

９
月
１
日
０
～
１２
日
関
の
日
程
で
、

学
芸
員
資
格
の
取
得
を
目
指
す
学
生
５

名
が
実
習
を
行
い
ま
し
た
。
ぬ
ま
し
ん

ス
ト
リ
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

（大
手
町
）

で
の
館
蔵
資
料
展

「沼
津
兵
学
校
に
ゆ

か
り
の
あ
る
ひ
と
た
ち
」
の
展
示
作
業
、

´

教
育
普
及
事
業

（歴
史
講
演
会
）
の
運

営
補
助
、
館
蔵
資
料
の
整
理
、
展
示
企

画
の
作
成

・
発
表
な
ど
実
践
的
な
実
習

を
行
い
、
実
習
生
も
真
剣
に
取
り
組
ん

で
い
ま
し
た
。

◎
古
文
書
解
読
入
門
講
座
の
実
施

は
じ
め
て
古
文
書
に
触
れ
る
人
を
対

象
に
、
武
田
藤
男
氏

（前
当
館
嘱
託
）

が
講
師
を
務
め
、
９
月
～
１０
月
に
５
同

に
わ
た

つ
て
開
催
、

１０
名
が
受
講
し
、

く
ず
し
字
の
解
読
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

引
き
続
き
古
文
書
学
習
白
主
講
座
に
参

加
し
て
い
る
受
講
者
も
い
ま
す
。

◎
燻
蒸
の
た
め
休
館
し
ま
す

大
切
な
資
料
を
虫

・
カ
ビ
の
害
か
ら

守
る
た
め
の
燻
蒸
作
業
を
実
施
す
る
た

め
体
館
し
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

期
間

一
１１
月
２７
日
開
～
１２
月
４
日
側

◎
年
末
年
始
の
体
館
に
つ
い
て

・２
月
２８
目
的
～
１
月
３
日
困
は
、
年

末
年
始
の
体
館
日
で
す
。
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